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　無職や失業、パートなどで収入が少なくなり、国民年金の掛け金を

納めるのが困難な時、申請して承認されると掛け金が免除される制度

があります（免除期間は翌年の６月まで）。免除には「全額免除」・「３

／４免除」・「半額免除」・「１／４免除」の４種類と５０歳未満の方に限

定される「納付猶予制度」・学生の方に限定される「学生納付特例」

があります。

・「全額免除」・「３／４免除」・「半額免除」・「１／４免除」の承認は、申請者本人・その配偶者・世帯主の前年所得

　により判定されます。（前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること）

　　・全 額 免 除となる前年所得（収入）（扶養親族等の数＋１）×３５万円＋２２万円
　　・３／４免除となる前年所得（収入）７８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料等控除額
　　・半 額 免 除となる前年所得（収入）１１８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料等控除額
　　・１／４免除となる前年所得（収入）１５８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料等控除額
　※「全額免除」以外は、所定の掛け金を納めなければ、未納扱いとなりますので、必ず納めましょう。
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お問い合わせ先

＝年金は世代と世代の支え合い＝

◎季節労働者の方が冬期間離職となり、厚生年金がきれる場合、６０才前であれば国民年金１号被保

険者への変更となります。扶養していた奥さん等の配偶者の方も、一緒に強制変更となります。

この場合、離職中であることを証明できるもの（離職票など）をお持ちください。
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国民年金の免除申請は
毎年必要です！


